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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経路を構成するリンク又はノードの各コスト値を用いて推奨経路の探索を行う経路探索
システムであって、
　前記コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前記リンク又はノード
のコスト値を算出するコスト算出手段と、
　一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に用いた前記算出材料情報の数に基づい
て、算出された該一のリンク又はノードのコスト値の信頼度を特定する信頼度特定手段と
、
　前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度に基づいて、該信頼度の特定された前
記リンク又はノードのコスト値を補正するコスト補正手段と、
　前記コスト補正手段によって補正された前記コスト値を用いて前記推奨経路を探索する
経路探索手段と、を有し、
　前記コスト補正手段は、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該
信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値が低くなるように補正することを特
徴とする経路探索システム。
【請求項２】
　前記信頼度特定手段は、一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に用いた前記算
出材料情報の数が多い程、該一のリンク又はノードのコスト値の信頼度を高く特定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の経路探索システム。
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【請求項３】
　前記算出材料情報は、車両から取得したプローブ情報を含むことを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の経路探索システム。
【請求項４】
　前記コスト算出手段は、地図情報から取得した前記リンク又はノードに関する情報と、
前記プローブ情報によって特定された平均旅行時間又は渋滞度とに基づいて、前記リンク
又はノードのコスト値を算出することを特徴とする請求項３に記載の経路探索システム。
【請求項５】
　前記コスト補正手段は、
　　　前記コスト算出手段により算出された前記コスト値に対して、前記信頼度特定手段
により特定された前記信頼度に応じた係数を乗じることによって前記リンク又はノードの
コスト値を補正することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の経路探索
システム。
【請求項６】
　前記コスト算出手段は、前記コスト値を算出する為の材料となる前記算出材料情報の内
、コスト値の算出対象となるリンク又はノードに対応する前記算出材料情報を抽出し、抽
出された前記算出材料情報を用いて前記リンク又はノードのコスト値を算出し、
　抽出する際の対応条件を緩和することによって一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に抽出される前記算出材料情報の数を増加させる条件緩和手段を有することを特徴
とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の経路探索システム。
【請求項７】
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行したリンク又はノードと、該
リンク又はノードへの進入方向と、該リンク又はノードからの退出方向が走行態様として
付加され、
　前記コスト算出手段は、コスト値の算出対象となるリンク又はノードに対応する前記走
行態様が付加された前記算出材料情報を抽出し、
　前記条件緩和手段は、前記進入方向及び前記退出方向の一方又は両方を前記走行態様の
対応条件から除外することによって前記一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に
抽出される前記算出材料情報の数を増加させることを特徴とする請求項６に記載の経路探
索システム。
【請求項８】
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行した時刻が付加され、
　前記コスト算出手段は、コスト値の算出を行う時刻と同じ時刻区分に含まれる時刻が付
加された前記算出材料情報を抽出し、
　前記条件緩和手段は、前記時刻区分の幅を広げることによって一のリンク又はノードの
コスト値を算出する為に抽出される前記算出材料情報の数を増加させることを特徴とする
請求項６に記載の経路探索システム。
【請求項９】
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行した日付又は曜日が付加され
、
　前記コスト算出手段は、コスト値の算出を行う日付又は曜日と同じ日付区分又は曜日区
分に含まれる日付又は曜日が付加された前記算出材料情報を抽出し、
　前記条件緩和手段は、前記日付区分又は曜日区分を広げることによって一のリンク又は
ノードのコスト値を算出する為に抽出される前記算出材料情報の数を増加させることを特
徴とする請求項６に記載の経路探索システム。
【請求項１０】
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行した際の天候が付加され、
　前記コスト算出手段は、コスト値の算出を行う際の天候と同じ天候区分に含まれる天候
が付加された前記算出材料情報を抽出し、
　前記条件緩和手段は、前記天候区分を広げることによって一のリンク又はノードのコス
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ト値を算出する為に抽出される前記算出材料情報の数を増加させることを特徴とする請求
項６に記載の経路探索システム。
【請求項１１】
　経路を構成するリンク又はノードの各コスト値を用いて推奨経路の探索を行う経路探索
方法であって、
　コスト算出手段が、前記コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前
記リンク又はノードのコスト値を算出するステップと、
　信頼度特定手段が、一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に用いた前記算出材
料情報の数に基づいて、算出された該一のリンク又はノードのコスト値の信頼度を特定す
るステップと、
　コスト補正手段が、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度に基づいて、該信
頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値を補正するステップと、
　経路探索手段が、前記コスト補正手段によって補正された前記コスト値を用いて前記推
奨経路を探索するステップと、を有し、
　前記コスト補正手段は、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該
信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値が低くなるように補正することを特
徴とする経路探索方法。
【請求項１２】
　経路を構成するリンク又はノードの各コスト値を用いて推奨経路の探索を行わせるコン
ピュータプログラムであって、
　コンピュータを、
　　　前記コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前記リンク又はノ
ードのコスト値を算出するコスト算出手段と、
　　　一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に用いた前記算出材料情報の数に基
づいて、算出された該一のリンク又はノードのコスト値の信頼度を特定する信頼度特定手
段と、
　　　前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度に基づいて、該信頼度の特定され
た前記リンク又はノードのコスト値を補正するコスト補正手段と、
　　　前記コスト補正手段によって補正された前記コスト値を用いて前記推奨経路を探索
する経路探索手段と、して機能させるとともに、
　前記コスト補正手段は、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該
信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値が低くなるように補正するコンピュ
ータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コスト値を用いて推奨経路の探索を行う経路探索システム、経路探索方法及
びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の走行案内を行い、運転者が所望の目的地に容易に到着できるようにしたナ
ビゲーション装置が車両に搭載されていることが多い。ここで、ナビゲーション装置とは
、ＧＰＳ受信機などにより自車の現在位置を検出し、その現在位置に対応する地図データ
をＤＶＤ－ＲＯＭやＨＤＤなどの記録媒体またはネットワークを通じて取得して液晶モニ
タに表示することが可能な装置である。更に、かかるナビゲーション装置には、所望する
目的地を入力すると、自車位置から目的地までの最適経路を探索する経路探索機能を備え
ており、探索された最適経路を案内経路として設定し、ディスプレイ画面に案内経路を表
示するとともに、交差点に接近した場合等には音声による案内をすることによって、ユー
ザを所望の目的地まで確実に案内するようになっている。また、近年は携帯電話機、スマ
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ートフォン、タブレット型端末、パーソナルコンピュータ等においても上記ナビゲーショ
ン装置と同様の機能を有するものがある。
【０００３】
　また、上記経路探索機能では、出発地から目的地までの経路を探索する経路探索方法と
して一般的にダイクストラ法が用いられる。ここで、ダイクストラ法では、経路に含まれ
る各リンクや交差点に対応する各ノードに対してそれぞれ探索コスト（リンクコスト、交
差点コスト）を算出し、算出された探索コストの加算値に基づいて最適な経路を特定する
。また、探索コストは例えばリンクを車両が通過するのに必要な時間の平均値である平均
旅行時間やリンクの渋滞度合いを示す渋滞度等の各種パラメータに基づいて算出される。
そして、上記平均旅行時間や渋滞度合いは特開２００７－７１５７９号公報に示すように
、例えばプローブ情報や道路に設置された車両感知器や光ビーコン等によって収集した情
報（以下、算出材料情報という）をサーバにおいて統計処理することにより特定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－７１５７９号公報（第６－７頁、図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、上記探索コストの値を算出する為に用いられる算出材料情報の数が多ければ、
特定される平均旅行時間や渋滞度合いも信頼度の高い情報となり、結果として探索コスト
の値も正確となって探索される経路の質も向上する。一方で、探索コストの値を算出する
為に用いられる算出材料情報の数が少ないと、特定される平均旅行時間や渋滞度合いの信
頼度は低下し、結果として探索コストの値も不正確となって探索される経路の質も低下す
る問題があった。例えば、交通量の少ない道路を含む経路では上記算出材料情報の数が少
なくなるので、探索される経路の質が低下することとなる。
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された技術では、平均旅行時間や渋滞度を算出す
る際に上記情報の信頼度の高低については考慮していない。従って、算出された平均旅行
時間や渋滞度を用いて経路探索を行うと、適切な経路が探索できない虞があった。
【０００７】
　本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、コスト値の信
頼度を考慮してコスト値を補正することにより、ユーザに対してより適切な経路を探索す
ることを可能とした経路探索システム、経路探索方法及びコンピュータプログラムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するため本発明に係る経路探索システム（１）は、経路を構成するリン
ク又はノードの各コスト値を用いて推奨経路の探索を行う経路探索システムであって、前
記コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前記リンク又はノードのコ
スト値を算出するコスト算出手段（５１）と、一のリンク又はノードのコスト値を算出す
る為に用いた前記算出材料情報の数に基づいて、算出された該一のリンク又はノードのコ
スト値の信頼度を特定する信頼度特定手段（５１）と、前記信頼度特定手段により特定さ
れた前記信頼度に基づいて、該信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値を補
正するコスト補正手段（５１）と、前記コスト補正手段によって補正された前記コスト値
を用いて前記推奨経路を探索する経路探索手段（５１）と、を有し、前記コスト補正手段
は、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該信頼度の特定された前
記リンク又はノードのコスト値が低くなるように補正することを特徴とする。
 
【０００９】
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　また、本発明に係る経路探索方法は、経路を構成するリンク又はノードの各コスト値を
用いて推奨経路の探索を行う経路探索方法である。具体的には、コスト算出手段が、前記
コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前記リンク又はノードのコス
ト値を算出するステップと、信頼度特定手段が、一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に用いた前記算出材料情報の数に基づいて、算出された該一のリンク又はノードの
コスト値の信頼度を特定するステップと、コスト補正手段が、前記信頼度特定手段により
特定された前記信頼度に基づいて、該信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト
値を補正するステップと、経路探索手段が、前記コスト補正手段によって補正された前記
コスト値を用いて前記推奨経路を探索するステップと、を有し、前記コスト補正手段は、
前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該信頼度の特定された前記リ
ンク又はノードのコスト値が低くなるように補正することを特徴とする。
 
【００１０】
　また、本発明に係るコンピュータプログラムは、経路を構成するリンク又はノードの各
コスト値を用いて推奨経路の探索を行わせるコンピュータプログラムである。具体的には
、コンピュータを、前記コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前記
リンク又はノードのコスト値を算出するコスト算出手段と、一のリンク又はノードのコス
ト値を算出する為に用いた前記算出材料情報の数に基づいて、算出された該一のリンク又
はノードのコスト値の信頼度を特定する信頼度特定手段と、前記信頼度特定手段により特
定された前記信頼度に基づいて、該信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値
を補正するコスト補正手段と、前記コスト補正手段によって補正された前記コスト値を用
いて前記推奨経路を探索する経路探索手段と、して機能させるとともに、前記コスト補正
手段は、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該信頼度の特定され
た前記リンク又はノードのコスト値が低くなるように補正する。
 
【発明の効果】
【００１１】
　前記構成を有する本発明に係る経路探索システム、経路探索方法及びコンピュータプロ
グラムによれば、経路探索に用いるリンクやノードのコスト値の信頼度を考慮してコスト
値を補正することにより、交通量の少ない道路を含む場合であってもユーザに対してより
適切な経路を探索することが可能となる。
　また、算出されるコスト値の信頼度が高いリンクやノードについてはコスト値が小さく
なり、算出されるコスト値の信頼度が低いリンクやノードについてはコスト値が大きくな
るように補正されるので、算出されるコスト値の信頼度が高いリンクやノードを、信頼度
が低いリンクやノードよりも推奨経路に含まれ易くすることが可能となる。従って、ユー
ザに対して不適切な経路が推奨経路として選択される可能性を抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る経路探索システムを示した概略構成図である。
【図２】本実施形態に係る経路探索システムの構成を示したブロック図である。
【図３】プローブ情報ＤＢに記憶されるプローブ情報の一例を示した図である。
【図４】プローブ統計情報ＤＢに記憶されるプローブ統計情報の一例を示した図である。
【図５】本実施形態に係るナビゲーション装置の制御系を模式的に示すブロック図である
。
【図６】本実施形態に係る経路探索処理プログラムのフローチャートである。
【図７】信頼度と緩和度の組み合わせに基づく補正係数の設定方法について説明した図で
ある。
【図８】基準リンクコスト算出処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
【図９】対応条件の緩和方法について説明した図である。
【図１０】信頼度特定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
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【図１１】緩和度特定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る経路探索システムについて具体化した一実施形態に基づき図面を参
照しつつ詳細に説明する。先ず、本実施形態に係る経路探索システム１の概略構成につい
て図１及び図２を用いて説明する。図１は本実施形態に係る経路探索システム１を示した
概略構成図である。図２は本実施形態に係る経路探索システム１の構成を示したブロック
図である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態に係る経路探索システム１は、ナビゲーション装置２を
搭載した各車両３と、各車両３からプローブ情報（算出材料情報）を収集し、収集したプ
ローブ情報に基づく交通情報等の作成・配信を行うプローブセンタ４とから基本的に構成
されている。尚、ナビゲーション装置２の代わりにスマートフォンやタブレット型端末等
の通信端末を用いる構成としても良い。
【００１５】
　車両３は全国の各道路を走行する車両であり、プローブカーとして後述のプローブセン
タ４とともにプローブカーシステムを構成する。ここで、プローブカーシステムとは、車
両をセンサとして情報を収集するシステムである。具体的には、車両３が速度データをは
じめ、ステアリング操作やシフト位置等の各システムの作動状況をＧＰＳの位置情報とと
もに予め車両３に搭載された携帯電話機やＤＣＭ等の車両用の通信モジュール（以下、単
に通信モジュールという）を介してプローブセンタ４に定期的に送信し、センタ側でその
収集データを様々な情報として再利用するシステムをいう。
【００１６】
　また、プローブセンタ４は、全国各地を走行する各車両３から送信された現在時刻や走
行情報等を含むプローブ情報を収集して蓄積するとともに、蓄積されたプローブ情報から
リンクを車両が通過するのに必要な時間の平均値である平均旅行時間やリンクの渋滞度合
いを示す渋滞度等の配信情報（プローブ統計情報）を生成し、生成された配信情報を車両
３に対して配信する情報配信センタである。
【００１７】
　また、車両３にはナビゲーション装置２が設置されている。ナビゲーション装置２は格
納する地図データに基づいて自車位置周辺の地図を表示したり、地図画像上において車両
の現在位置を表示したり、設定された目的地までの経路の探索及び案内を行う車載機であ
る。また、ナビゲーション装置２はプローブセンタ４から受信した渋滞度等の交通情報を
利用者に対して案内することについても行う。尚、ナビゲーション装置２の詳細について
は後述する。
【００１８】
　続いて、経路探索システム１を構成するプローブセンタ４の構成について図２を用いて
より詳細に説明する。
【００１９】
　プローブセンタ４は、図２に示すようにサーバ１１と、サーバ１１に接続された情報記
録手段としてのプローブ情報ＤＢ１２と、プローブ統計情報ＤＢ１３と、センタ通信装置
１４とから基本的に構成されている。
【００２０】
　サーバ１１は、プローブセンタ４における各種制御を行う電子制御ユニットである。そ
して、演算装置及び制御装置としてのＣＰＵ２１、並びにＣＰＵ２１が各種の演算処理を
行うに当たってワーキングメモリとして使用されるＲＡＭ２２、制御用のプログラムのほ
か、収集したプローブ情報に基づいて平均旅行時間や渋滞度を算出する為のプログラム等
が記憶されたＲＯＭ２３等の内部記憶装置を備えている。
【００２１】
　また、プローブ情報ＤＢ１２は、全国を走行する各車両３から収集したプローブ情報を
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累積的に記憶する記憶手段である。尚、本実施形態においては、車両３から収集されるプ
ローブ情報として、特に（ａ）日時、（ｂ）天候、（ｃ）車速、（ｄ）車両３が走行する
リンク、（ｅ）車両３の位置座標、（ｆ）車両３の進行方向に関する情報が含まれる。
【００２２】
　以下に、図３を用いてプローブ情報ＤＢ１２に記憶されるプローブ情報についてより詳
細に説明する。図３はプローブ情報ＤＢ１２に記憶されるプローブ情報の一例を示した図
である。
【００２３】
　図３に示すように、プローブ情報は、送信元の車両を識別する車両ＩＤと、上記（ａ）
～（ｆ）に関する情報等が含まれる。例えば、図３に示すプローブ情報は、２０１４年５
月１０日の１０：００：００の天候“晴れ”の状況下で、ＩＤ“Ａ”の車両３がＩＤ“１
００００１”のリンクの上り方向を時速４０ｋｍ／ｈで走行したことが記憶されている。
同様にして、他のプローブ情報についても記憶されている。
【００２４】
　そして、プローブセンタ４は、プローブ情報ＤＢ１２に記憶されるプローブ情報を統計
することによって、全国の各道路の平均旅行時間や渋滞度を特定する。具体的には、プロ
ーブ情報ＤＢ１２に記憶されるプローブ情報の内、同一条件（同一の日時区分、同一天候
区分、同一進行方向、同一走行態様（具体的にはリンクへの進入方向とリンクからの退出
方向））が対応付けられたプローブ情報を抽出し、抽出したプローブ情報に基づいて平均
車速と平均旅行時間を算出する。また、算出された平均車速とリンクの道路種別から渋滞
度についても特定する。そして、特定された平均旅行時間や渋滞度に関する情報を、算出
元となるプローブ情報を抽出した際の条件（以下、対応条件という）とともにプローブ統
計情報ＤＢ１３に記憶する。尚、後述のように平均車速や平均旅行時間を算出するのに用
いられるプローブ情報の数が特に少ない場合（例えば交通量の少ないリンクを対象として
算出する場合）については、対応条件を緩和して平均車速や平均旅行時間を算出するのに
用いられるプローブ情報の数を増加する処理について行う。例えば、日時区分の条件を“
特異日区分又は曜日区分”から“平日又は休日で区分”の条件に緩和することを行う。
【００２５】
　次に、図４を用いてプローブセンタ４によって作成され、プローブ統計情報ＤＢ１３に
記憶されるプローブ統計情報について詳細に説明する。図４はプローブ統計情報ＤＢ１３
に記憶されるプローブ統計情報の一例を示した図である。
【００２６】
　図４に示すようにプローブ統計情報は、全国にあるリンク及び進行方向毎に、対応条件
（日時区分、天候区分、走行態様（具体的にはリンクへの進入方向とリンクからの退出方
向をリンクにより特定））と、その対応条件と同一条件のプローブ情報を統計することに
よって算出された渋滞度及び平均旅行時間と、渋滞度及び平均旅行時間を算出するのに用
いられたプローブ情報の数Ｎとから構成される。例えば、図４に示すプローブ統計情報で
は、リンクＩＤ『１００００１』のリンクの上り方向について、５月１０の１０：００～
１０：１５の間で天候が晴れの状態では、渋滞度が“混雑”であり、平均旅行時間が“２
５秒”と算出されることを示している。また、それらを算出するのに用いられたプローブ
情報の数Ｎは“６５６７個”であることを示している。
【００２７】
　また、センタ通信装置１４は、車両３やＶＩＣＳ（登録商標）センタとネットワーク１
５を介して通信を行う為の通信装置である。本実施形態では、センタ通信装置１４を介し
てプローブ情報や配信情報を各車両３との間で送受信する。
【００２８】
　次に、車両３に搭載されたナビゲーション装置２の概略構成について図５を用いて説明
する。図５は本実施形態に係るナビゲーション装置２を示したブロック図である。
【００２９】
　図５に示すように本実施形態に係るナビゲーション装置２は、ナビゲーション装置２が
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搭載された車両３の現在位置を検出する現在位置検出部３１と、各種のデータが記録され
たデータ記録部３２と、入力された情報に基づいて、各種の演算処理を行うナビゲーショ
ンＥＣＵ３３と、ユーザからの操作を受け付ける操作部３４と、ユーザに対して車両周辺
の地図や後述の経路探索処理によって探索された経路に関する経路情報等を表示する液晶
ディスプレイ３５と、経路案内に関する音声ガイダンスを出力するスピーカ３６と、記憶
媒体であるＤＶＤを読み取るＤＶＤドライブ３７と、プローブセンタ４やＶＩＣＳ（登録
商標：Vehicle Information and Communication System）センタ等の情報センタとの間で
通信を行う通信モジュール３８と、から構成されている。
【００３０】
　以下に、ナビゲーション装置２を構成する各構成要素について順に説明する。
　現在位置検出部３１は、ＧＰＳ４１、車速センサ４２、ステアリングセンサ４３、ジャ
イロセンサ４４等からなり、現在の車両の位置、方位、車両の走行速度、現在時刻等を検
出することが可能となっている。ここで、特に車速センサ４２は、車両の移動距離や車速
を検出する為のセンサであり、車両の駆動輪の回転に応じてパルスを発生させ、パルス信
号をナビゲーションＥＣＵ３３に出力する。そして、ナビゲーションＥＣＵ３３は発生す
るパルスを計数することにより駆動輪の回転速度や移動距離を算出する。尚、上記４種類
のセンサをナビゲーション装置２が全て備える必要はなく、これらの内の１又は複数種類
のセンサのみをナビゲーション装置２が備える構成としても良い。
【００３１】
　また、データ記録部３２は、外部記憶装置及び記録媒体としてのハードディスク（図示
せず）と、ハードディスクに記録された地図情報ＤＢ４５、配信情報ＤＢ４６及び所定の
プログラム等を読み出すとともにハードディスクに所定のデータを書き込む為のドライバ
である記録ヘッド（図示せず）とを備えている。尚、データ記録部３２をハードディスク
の代わりにメモリーカードやＣＤやＤＶＤ等の光ディスクにより構成しても良い。
【００３２】
　ここで、地図情報ＤＢ４５は、例えば、道路（リンク）に関するリンクデータ、ノード
点に関するノードデータ、各分岐点に関する分岐点データ、施設等の地点に関する地点デ
ータ、地図を表示するための地図表示データ、経路を探索するための探索データ、地点を
検索するための検索データ等が記憶された記憶手段である。
【００３３】
　また、探索データとしては、後述のように出発地（例えば車両の現在位置）から設定さ
れた目的地までの経路を探索する経路探索処理に使用される各種データについて記録され
ている。具体的には、交差点（ノード）に対する経路として適正の程度を数値化したコス
ト（以下、交差点コストという）や道路を構成するリンクに対する経路として適正の程度
を数値化したコスト（以下、リンクコストという）等の探索コストを算出する為に使用す
るコスト算出データが記憶されている。
【００３４】
　ここで、交差点コストは、探索コストの算出対象となる経路に含まれる交差点に対応す
るノード毎に設定され、信号機の有無、交差点を通過する際の自車の走行経路（即ち直進
、右折及び左折の種類）等によってその値が算出される。
　また、リンクコストは、探索コストの算出対象となる経路に含まれるリンク毎に設定さ
れ、リンク長を基本にして、該リンクの道路属性や道路種別、道路幅、車線数に加えて、
プローブセンタ４によって特定された平均旅行時間や渋滞度等を考慮して算出される。
【００３５】
　また、配信情報ＤＢ４６は、プローブセンタ４から配信されるリンク毎の平均旅行時間
や渋滞度が特定された配信情報（図４参照）が記憶された記憶手段である。尚、地図情報
ＤＢ４５や配信情報ＤＢ４６は外部のサーバに記憶し、ナビゲーション装置２が通信によ
り取得する構成としても良い。
【００３６】
　一方、ナビゲーションＥＣＵ（エレクトロニック・コントロール・ユニット）３３は、
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ナビゲーション装置２の全体の制御を行う電子制御ユニットであり、演算装置及び制御装
置としてのＣＰＵ５１、並びにＣＰＵ５１が各種の演算処理を行うにあたってワーキング
メモリとして使用されるとともに、経路が探索されたときの経路データ等が記憶されるＲ
ＡＭ５２、制御用のプログラムのほか、後述の経路散策処理プログラム（図６）等が記録
されたＲＯＭ５３、ＲＯＭ５３から読み出したプログラムを記憶するフラッシュメモリ５
４等の内部記憶装置を備えている。尚、ナビゲーションＥＣＵ３３は、処理アルゴリズム
としての各種手段を構成する。例えば、コスト算出手段は、コスト値を算出する為の材料
となる算出材料情報（プローブ情報）に基づいてリンク又はノードのコスト値を算出する
。信頼度特定手段は、一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に用いた算出材料情
報の数に基づいて、算出された該一のリンク又はノードのコスト値の信頼度を特定する。
コスト補正手段は、信頼度特定手段により特定された信頼度に基づいて、該信頼度の特定
されたリンク又はノードのコスト値を補正する。経路探索手段は、コスト補正手段によっ
て補正されたコスト値を用いて推奨経路を探索する。
【００３７】
　操作部３４は、走行開始地点としての出発地及び走行終了地点としての目的地を入力す
る際等に操作され、各種のキー、ボタン等の複数の操作スイッチ（図示せず）から構成さ
れる。そして、ナビゲーションＥＣＵ３３は、各スイッチの押下等により出力されるスイ
ッチ信号に基づき、対応する各種の動作を実行すべく制御を行う。尚、操作部３４は液晶
ディスプレイ３５の前面に設けたタッチパネルによって構成することもできる。また、マ
イクと音声認識装置によって構成することもできる。
【００３８】
　また、液晶ディスプレイ３５には、道路を含む地図画像、交通情報、操作案内、操作メ
ニュー、キーの案内、出発地から目的地までの案内経路、案内経路に沿った案内情報、ニ
ュース、天気予報、時刻、メール、テレビ番組等が表示される。
【００３９】
　また、スピーカ３６は、ナビゲーションＥＣＵ３３からの指示に基づいて案内経路に沿
った走行を案内する音声ガイダンスや、交通情報の案内を出力する。
【００４０】
　また、ＤＶＤドライブ３７は、ＤＶＤやＣＤ等の記録媒体に記録されたデータを読み取
り可能なドライブである。そして、読み取ったデータに基づいて音楽や映像の再生、地図
情報ＤＢ４５の更新等が行われる。
【００４１】
　また、通信モジュール３８は、交通情報センタ、例えば、ＶＩＣＳ（登録商標）センタ
やプローブセンタ４等から送信された渋滞情報、規制情報、交通事故情報等の各情報を受
信する為の通信装置であり、例えば携帯電話機やＤＣＭが該当する。また、プローブ情報
や配信情報をプローブセンタ４との間で送受信するのにも用いられる。
【００４２】
　続いて、上記構成を有する本実施形態に係る経路探索システム１を構成するナビゲーシ
ョン装置２においてＣＰＵ５１が実行する経路探索処理プログラムについて図６に基づき
説明する。図６は本実施形態に係る経路探索処理プログラムのフローチャートである。こ
こで、経路探索処理プログラムはナビゲーション装置２において経路探索を実施する為の
所定の操作を受け付けた場合に実行され、出発地から目的地へと到る推奨経路を探索する
プログラムである。尚、以下の図６、図８、図１０、図１１にフローチャートで示される
プログラムは、ナビゲーション装置２が備えているＲＡＭ５２やＲＯＭ５３に記憶されて
おり、ＣＰＵ５１により実行される。
【００４３】
　先ず、経路探索処理プログラムではステップ（以下、Ｓと略記する）１において、ＣＰ
Ｕ５１は、出発地及び目的地を取得する。尚、出発地は車両の現在位置としても良いし、
ユーザにより指定された任意の地点（例えば自宅）としても良い。また、目的地は操作部
３４において受け付けたユーザの操作（例えば施設の検索や選択操作）に基づいて取得す
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る。
【００４４】
　以下のＳ２～Ｓ６の処理はリンクコストの算出対象となるリンク毎に実行され、リンク
コストの算出対象となる全てのリンクを対象としてＳ２～Ｓ６の処理が実行された後に、
Ｓ７へと移行する。尚、リンクコストの算出対象となるリンクは出発地から目的地までの
間にある推奨経路を構成し得るリンクが該当する。
【００４５】
　先ず、Ｓ２においてＣＰＵ５１は、後述の基準リンクコスト算出処理（図８）を実行す
る。尚、基準リンクコスト算出処理は、処理対象のリンクの道路属性や道路種別、道路幅
、車線数に加えて、プローブセンタ４によって特定された平均旅行時間や渋滞度等につい
ても考慮して該リンクのリンクコストを算出する処理である。
【００４６】
　次に、Ｓ３においてＣＰＵ５１は、後述の信頼度特定処理（図１０）を実行する。尚、
信頼度特定処理は、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に用いたプローブ情報
の数Ｎに基づいて、算出されたリンクコストの信頼度を特定する処理である。尚、信頼度
は『１（高）』～『４（低）』の４段階で特定される。
【００４７】
　続いて、Ｓ４においてＣＰＵ５１は、後述の緩和度特定処理（図１１）を実行する。尚
、信頼度特定処理は、前記Ｓ３で処理対象のリンクのリンクコストを算出する際に、算出
元となるプローブ情報を抽出する為の対応条件を緩和した場合において、その緩和の度合
いを示す緩和度を特定する処理である。尚、緩和度は『１（小）』～『３（大）』の３段
階で特定される。
【００４８】
　その後、Ｓ５においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ３において特定された信頼度と前記Ｓ４で
特定された緩和度に応じて補正係数を設定する。具体的には図７に示すように信頼度と緩
和度の組み合わせに基づいて補正係数が決定される。尚、図７に示すように、信頼度が高
い程、補正係数は低く設定される。また、緩和度が小さい程、補正係数は低く設定される
。
【００４９】
　次に、Ｓ６においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２で算出された基準リンクコストの値に前記
Ｓ５で設定された補正係数を乗じて、リンクコストの値を補正する。そして、補正後の値
を、最終的な処理対象のリンクのリンクコストに決定する。従って、補正係数が大きい、
即ち算出されるリンクコストの信頼度が低いリンクや対象条件を大きく緩和したリンクに
ついては、最終的に算出されるリンクコストの値は大きくなるように補正されるので、推
奨経路に含まれ難くなる。一方で、補正係数が小さい、即ち算出されるリンクコストの信
頼度が高いリンクや対象条件の緩和が小さいリンクについては、最終的に算出されるリン
クコストの値は小さくなるように補正されるので、推奨経路に含まれ易くなる。
【００５０】
　そして、リンクコストの算出対象となる全てのリンクを対象としてリンクコストが算出
された後に実行されるＳ７では、ＣＰＵ５１はリンクコスト以外の探索コスト、例えば交
差点（ノード）に対する経路として適正の程度を数値化した交差点コストや、走行に必要
な費用の程度を数値化した料金コスト等を算出する。そして、算出された各探索コストを
用いて推奨経路の探索を行う。具体的には、公知のダイクストラ法を用い、コスト値の合
計が最小となる経路を推奨経路とする。また、推奨経路以外に探索条件を変えた他の候補
経路（例えば距離優先、一般道優先、有料道優先で探索された経路）についても探索する
ように構成しても良い。
【００５１】
　その後、前記Ｓ７で探索された推奨経路は、液晶ディスプレイ３５等を介してユーザに
案内される。そして、その後のユーザの操作に基づいて案内された推奨経路がナビゲーシ
ョン装置２の案内経路として設定され、設定された案内経路に基づく走行案内が行われる
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。
【００５２】
　次に、前記Ｓ２において実行される基準リンクコスト算出処理のサブ処理について図８
に基づき説明する。図８は基準リンクコスト算出処理のサブ処理プログラムのフローチャ
ートである。
【００５３】
　先ず、Ｓ１１においてＣＰＵ５１は、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に
抽出対象となるプローブ情報の数Ｎを取得する。具体的には、プローブセンタ４から配信
された配信情報（図４）の内、処理対象のリンクであって且つ同一の対応条件（同一の日
時区分、同一天候区分、同一進行方向、同一走行態様（具体的にはリンクへの進入方向と
リンクからの退出方向））が対応付けられた平均車速や平均旅行時間を算出するのに用い
たプローブ情報の数Ｎを、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象とな
るプローブ情報の数Ｎとして取得する。
【００５４】
　次に、Ｓ１２においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ１１で取得されたプローブ情報の数Ｎが９
９９個以下か否かを判定する。
【００５５】
　そして、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ情報
の数Ｎが９９９個以下であると判定された場合（Ｓ１２：ＹＥＳ）には、リンクコストを
算出する為のプローブ情報の数が十分でないと認定し、Ｓ１４へと移行する。一方、処理
対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎが９９９
個より多いと判定された場合（Ｓ１２：ＮＯ）には、リンクコストを算出する為のプロー
ブ情報の数が十分であると認定し、Ｓ１３へと移行する。
【００５６】
　Ｓ１３においてＣＰＵ５１は、プローブセンタ４から配信された配信情報（図４）の内
、処理対象のリンクであって且つ同一の対応条件（同一の日時区分、同一天候区分、同一
進行方向、同一走行態様（具体的にはリンクへの進入方向とリンクからの退出方向））が
対応付けられた平均車速と平均旅行時間を読み出す。そして、読み出した平均車速と平均
旅行時間の両方またはいずれか一方を用いて、処理対象のリンクのリンクコストを算出す
る。尚、リンクコストの算出には平均車速や平均旅行時間の他、リンクの道路属性や道路
種別、道路幅、車線数等が考慮される。その後、Ｓ３へと移行する。
【００５７】
　Ｓ１３においてＣＰＵ５１は、リンクコストの算出元となるプローブ情報を抽出する条
件である対応条件を緩和し、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象と
なるプローブ情報の数Ｎを増加させる。具体的には、以下（Ａ）～（Ｄ）のいずれか一又
は複数の条件を緩和する。
（Ａ）走行態様条件
（Ｂ）時刻区分条件
（Ｃ）日付・曜日区分条件
（Ｄ）天候区分条件
【００５８】
　ここで、“（Ａ）走行態様条件”では、リンクへの進入方向と、リンクからの退出方向
の一方又は両方を対応条件から除外することによって、処理対象のリンクのリンクコスト
を算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎを増加させる。また、緩和は複数段階
に分けて行う。
（段階１（緩和小））“同一リンクに同一方向から進入及び退出して走行”
（段階２）“同一リンクに同一リンクへと退出して走行”
（段階３）“同一リンクに同一リンクから進入して走行”
（段階４（緩和大））“同一リンクを走行”
　その結果、例えば図９に示すようにリンクＡからリンクＤへと進入し、その後にリンク
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Ｅへと退出する際のリンクＤのリンクコストを算出する場合において、（段階１）ではリ
ンクＡからリンクＤへと進入し、且つリンクＥへと退出する走行態様が対応付けられたプ
ローブ情報が抽出されることとなるが、（段階２）ではリンクＤへと進入するリンクがＡ
～Ｃのいずれかを問わずにリンクＤからリンクＥへと退出する走行態様が対応付けられた
プローブ情報が抽出され、（段階３）ではリンクＤから退出するリンクがＥ～Ｇのいずれ
かを問わずにリンクＡからリンクＤへと進入する走行態様が対応付けられたプローブ情報
が抽出され、（段階４）ではリンクＤへと進入するリンクもリンクＤから退出するリンク
も問わずに、リンクＤを走行する走行態様が対応付けられたプローブ情報が抽出されるこ
ととなる。即ち、対応条件を緩和することによって、処理対象のリンクのリンクコストを
算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎが多くなる。
【００５９】
　また、“（Ｂ）時刻区分条件”では、時刻の区分の幅を広げることによって、処理対象
のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎを増加させる
。また、緩和は複数段階に分けて行う。
（段階１（緩和小））“１５分間隔で区分”
（段階２）“３０分間隔で区分”
（段階３）“１時間間隔で区分”
（段階４（緩和大））“３時間間隔で区分”
　その結果、例えば１０時１０分に経路探索を行うと、（段階１）では１０時～１０時１
５分のプローブ情報が抽出されることとなるが、（段階２）では１０時～１０時３０分の
プローブ情報が抽出され、（段階３）では１０時～１１時のプローブ情報が抽出され、（
段階４）では１０時～１３時のプローブ情報が抽出されることとなる。即ち、対応条件を
緩和することによって、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となる
プローブ情報の数Ｎが多くなる。
【００６０】
　また、“（Ｃ）日付・曜日区分条件”では、日付や曜日の区分の幅を広げることによっ
て、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎ
を増加させる。また、緩和は複数段階に分けて行う。
（段階１（緩和小））“特異日区分”又は“曜日区分（特異日以外）”
（段階２）“平日又は休日で区分”
（段階３（緩和大））“区分なし”
　尚、“特異日”とは年末年始、ＧＷ、お盆等の他の日と比べて特殊な道路状況となる日
をいう。その結果、例えば５月３日の土曜日に経路探索を行うと、（段階１）では同じ特
異日であるＧＷ期間（例えば４月２９日～５月５日）のプローブ情報のみが抽出されるこ
ととなるが、（段階２）では休日のプローブ情報が抽出され、（段階３）では日付や曜日
に関わらずどのプローブ情報も抽出されることとなる。尚、特異日については曜日に関わ
らず（段階２）では休日に該当するとしても良いし、曜日に従って土日以外は平日に該当
するとしても良い。また、特異日については道路状況が特殊となるので緩和を行わない構
成としても良い。
　一方、例えば６月２３日の月曜日に経路探索を行うと、（段階１）では特異日でないの
で同じ曜日である月曜日のプローブ情報が抽出されることとなるが、（段階２）では平日
のプローブ情報が抽出され、（段階３）では日付や曜日に関わらずどのプローブ情報も抽
出されることとなる。
　即ち、対応条件を緩和することによって、処理対象のリンクのリンクコストを算出する
為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎが多くなる。
【００６１】
　更に、“（Ｄ）天候区分条件”では、天候の区分の幅を広げることによって、処理対象
のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎを増加させる
。また、緩和は複数段階に分けて行う。
（段階１（緩和小））“晴れ、曇り、雨、雪の４つに区分”
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（段階２）“晴れと曇り、それ以外の２つに区分”
（段階３（緩和大））“区分なし”
　その結果、例えば曇りの時に経路探索を行うと、（段階１）では同じ天候である曇りの
ローブ情報が抽出されることとなるが、（段階２）では同じ天候である曇りに加えて晴れ
のプローブ情報が抽出され、（段階３）では天候に関わらずどのプローブ情報も抽出され
ることとなる。即ち、対応条件を緩和することによって、処理対象のリンクのリンクコス
トを算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎが多くなる。
【００６２】
　そして、前記Ｓ１４でＣＰＵ５１は、先ず（段階１）であった対応条件を（段階２）に
緩和した後に、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ
情報の数Ｎが９９９個より多くなるかを再度判定し、プローブ情報の数Ｎが９９９個未満
であれば更に（段階３）、（段階４）へと順次緩和を行う。そして、（Ａ）～（Ｄ）のい
ずれか一の条件を最大まで緩和しても、プローブ情報の数Ｎが９９９個より多くならない
場合には、他の条件についても同様に緩和を行う。尚、対応条件を緩和した後に、処理対
象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となるプローブ情報の数Ｎが９９９個
より多くなるかについてはプローブセンタ４が判定し、ナビゲーション装置２はその結果
を取得するように構成することが望ましい。
【００６３】
　その後、プローブセンタ４では、処理対象のリンクであって且つ前記Ｓ１４で緩和され
た対応条件と同一の対応条件が対応付けられたプローブ情報をプローブ情報ＤＢ１２から
抽出し、抽出されたプローブ情報に基づいて平均車速と平均旅行時間を再度算出する。そ
して、Ｓ１５においてＣＰＵ５１は、再度算出された平均車速と平均旅行時間をプローブ
センタ４から取得する。尚、対応条件が緩和されることによって、平均車速と平均旅行時
間を算出する為にプローブ情報ＤＢ１２から抽出されるプローブ情報の数は多くなる。即
ち、算出された平均車速と平均旅行時間は緩和前よりも正確な値となる。尚、平均車速と
平均旅行時間の算出はナビゲーション装置２で行うように構成しても良い。
【００６４】
　次に、Ｓ１６においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ１５で新たに取得した平均車速と平均旅行
時間の両方またはいずれか一方を用いて、処理対象のリンクのリンクコストを算出する。
尚、リンクコストの算出には平均車速や平均旅行時間の他、リンクの道路属性や道路種別
、道路幅、車線数等が考慮される。その後、Ｓ３へと移行する。
【００６５】
　次に、前記Ｓ３において実行される信頼度特定処理のサブ処理について図１０に基づき
説明する。図１０は信頼度特定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
【００６６】
　先ず、Ｓ２１においてＣＰＵ５１は、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に
抽出対象となったプローブ情報の数Ｎを取得する。尚、前記Ｓ１４の処理において対応条
件が緩和されている場合には、緩和後において抽出対象となったプローブ情報の数Ｎを取
得する。
【００６７】
　次に、Ｓ２２においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２１で取得されたプローブ情報の数Ｎが９
９９９個以下か否かを判定する。
【００６８】
　そして、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となったプローブ情
報の数Ｎが９９９９個以下であると判定された場合（Ｓ２２：ＹＥＳ）には、Ｓ２４へと
移行する。それに対して、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象とな
ったプローブ情報の数Ｎが９９９９個より多いと判定された場合（Ｓ２２：ＮＯ）には、
Ｓ２３へと移行する。
【００６９】
　Ｓ２３においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は特に信
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頼度が高いと認定し、信頼度を“１”に設定する。その後、Ｓ４へと移行する。
【００７０】
　一方、Ｓ２４においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２１で取得されたプローブ情報の数Ｎが４
９９９個以下か否かを判定する。
【００７１】
　そして、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となったプローブ情
報の数Ｎが４９９９個以下であると判定された場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）には、Ｓ２６へと
移行する。それに対して、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象とな
ったプローブ情報の数Ｎが４９９９より多く９９９９個以下と判定された場合（Ｓ２４：
ＮＯ）には、Ｓ２５へと移行する。
【００７２】
　Ｓ２５においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は比較的
信頼度が高いと認定し、信頼度を“２”に設定する。その後、Ｓ４へと移行する。
【００７３】
　また、Ｓ２６においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２１で取得されたプローブ情報の数Ｎが９
９９個以下、又は前記Ｓ１４の処理において対応条件が緩和されているか否かを判定する
。
【００７４】
　そして、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となったプローブ情
報の数Ｎが９９９個以下である、又は９９９個以上であっても前記Ｓ１４の処理において
対応条件が緩和されていると判定された場合（Ｓ２６：ＹＥＳ）には、Ｓ２７へと移行す
る。それに対して、処理対象のリンクのリンクコストを算出する為に抽出対象となったプ
ローブ情報の数Ｎが９９９より多く、且つ前記Ｓ１４の処理において対応条件が緩和され
ていないと判定された場合（Ｓ２６：ＮＯ）には、Ｓ２７へと移行する。
【００７５】
　Ｓ２７においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は信頼度
が低いと認定し、信頼度を“３”に設定する。その後、Ｓ４へと移行する。
【００７６】
　一方、Ｓ２８においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は
信頼度が特に低いと認定し、信頼度を“４”に設定する。その後、Ｓ４へと移行する。
【００７７】
　次に、前記Ｓ４において実行される緩和度特定処理のサブ処理について図１１に基づき
説明する。図１１は緩和度特定処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
【００７８】
　先ず、Ｓ３１においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ１４の処理において対応条件が緩和されて
いるか否か、及び対応条件が緩和されている場合には何段階緩和しているかを取得する。
【００７９】
　次に、Ｓ３２においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ１４の処理において対応条件が緩和されて
いるか否かを判定する。
【００８０】
　そして、前記Ｓ１４の処理において対応条件が緩和されていると判定された場合（Ｓ３
２：ＹＥＳ）には、Ｓ３４へと移行する。それに対して、前記Ｓ１４の処理において対応
条件が緩和されていないと判定された場合（Ｓ３２：ＮＯ）には、Ｓ３３へと移行する。
【００８１】
　Ｓ３３においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は、特に
密接に対応するプローブ情報のみから算出されたと認定し、緩和度を“１”に設定する。
その後、Ｓ５へと移行する。
【００８２】
　一方、Ｓ３４においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ１４の処理において対応条件が２段階以上
緩和されているか否かを判定する。
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【００８３】
　そして、前記Ｓ１４の処理において対応条件が２段階以上緩和されていると判定された
場合（Ｓ３４：ＹＥＳ）には、Ｓ３６へと移行する。それに対して、前記Ｓ１４の処理に
おいて対応条件が１段階のみ緩和されていると判定された場合（Ｓ３４：ＮＯ）には、Ｓ
３５へと移行する。
【００８４】
　Ｓ３５においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は、比較
的対応関係の高いプローブ情報から算出されたと認定し、緩和度を“２”に設定する。そ
の後、Ｓ５へと移行する。
【００８５】
　一方、Ｓ３６においてＣＰＵ５１は、前記Ｓ２において算出されたリンクコストの値は
、対応関係の低い情報を含むプローブ情報から算出されたと認定し、緩和度を“３”に設
定する。その後、Ｓ５へと移行する。
【００８６】
　以上詳細に説明した通り、本実施形態に係る経路探索システム１、経路探索システム１
による経路探索方法及び経路探索システム１で実行されるコンピュータプログラムでは、
プローブセンタ４において全国を走行する各車両３からプローブ情報を収集する一方で、
ナビゲーション装置２において推奨経路の探索を行う場合に、該当するリンクのリンクコ
ストをプローブ情報に基づいて算出し（Ｓ２）、一のリンクのリンクコストを算出する為
に用いたプローブ情報の数に基づいて、算出されたリンクコストの信頼度を特定し（Ｓ３
）、特定された信頼度に基づいて、該信頼度の特定されたリンクコストの値を補正し（Ｓ
６）、補正されたリンクコストの値を用いて推奨経路の探索を行う（Ｓ７）ので、経路探
索に用いるリンクコストの信頼度を考慮してコスト値を補正することが可能となる。その
結果、交通量の少ない道路を含む場合であってもユーザに対してより適切な経路を探索す
ることが可能となる。
【００８７】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
　例えば、本実施形態では、リンクコストのコスト値を対象として前記Ｓ３～Ｓ６のコス
ト値の補正に係る処理を行っているが、ノードコストのコスト値を対象として前記Ｓ３～
Ｓ６のコスト値の補正に係る処理を行うように構成しても良い。更に、リンクコストとノ
ードコストの両方を対象として前記Ｓ３～Ｓ６のコスト値の補正に係る処理を行っても良
い。
【００８８】
　また、本実施形態では、リンクコストのコスト値を補正する際に、コスト値に対して信
頼度と緩和度の組み合わせに基づいて決定された補正係数を乗じる構成としているが、補
正係数は信頼度のみに基づいて決定する構成としても良いし、緩和度のみに基づいて決定
する構成としても良い。尚、補正係数を信頼度のみに基づいて決定する場合には、信頼度
が高い程、補正係数を小さくするように構成する。一方、補正係数を緩和度のみに基づい
て決定する場合には、緩和度が小さい程、補正係数を小さくするように構成する。
【００８９】
　また、リンクコストのコスト値を補正する際に、コスト値に対して信頼度と緩和度の組
み合わせに基づいて決定された補正係数を乗じる構成としているが、コスト値に対して信
頼度と緩和度の組み合わせに基づいて決定された補正係数を加算或いは減算することによ
ってコスト値を補正する構成としても良い。
【００９０】
　また、本実施形態では、一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に抽出されたプ
ローブ情報の数が９９９個未満の場合に対応条件を緩和する構成としているが、その数は
９９９個以外の数、例えば５００個や２０００個としても良い。
【００９１】
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　また、本実施形態では、コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報としてプロー
ブ情報を例に挙げて説明したが、プローブ情報以外の情報であっても良い。例えば、車車
間通信により取得した他車両の走行情報でも良いし、道路に設置された車両感知器や光ビ
ーコン等によって収集した不特定多数の車両の情報でも良い。更に、経路探索を行う車両
の過去の走行履歴に関する情報としても良い。
【００９２】
　また、本発明はナビゲーション装置以外に、経路探索機能を有する装置に対して適用す
ることが可能である。例えば、携帯電話機やスマートフォン等の携帯端末、タブレット型
端末、パーソナルコンピュータ等（以下、携帯端末等という）に適用することも可能であ
る。また、本実施形態では図６に示す経路探索処理プログラムの実行主体は、ナビゲーシ
ョン装置２であったが、プローブセンタ４が一部又は全部を実行する構成としても良い。
尚、経路探索処理プログラムの全てをプローブセンタ４が実行する場合には、出発地と目
的地に関する情報をナビゲーション装置２から取得し、最終的に探索された推奨経路をナ
ビゲーション装置２へと送信するように構成する。
【００９３】
　また、本発明に係る経路探索システムを具体化した実施例について上記に説明したが、
経路探索システムは以下の構成を有することも可能であり、その場合には以下の効果を奏
する。
【００９４】
　例えば、第１の構成は以下のとおりである。
　経路を構成するリンク又はノードの各コスト値を用いて推奨経路の探索を行う経路探索
システムであって、前記コスト値を算出する為の材料となる算出材料情報に基づいて前記
リンク又はノードのコスト値を算出するコスト算出手段と、一のリンク又はノードのコス
ト値を算出する為に用いた前記算出材料情報の数に基づいて、算出された該一のリンク又
はノードのコスト値の信頼度を特定する信頼度特定手段と、前記信頼度特定手段により特
定された前記信頼度に基づいて、該信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値
を補正するコスト補正手段と、前記コスト補正手段によって補正された前記コスト値を用
いて前記推奨経路を探索する経路探索手段と、を有することを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、経路探索に用いるリンクやノードのコス
ト値の信頼度を考慮してコスト値を補正することにより、交通量の少ない道路を含む場合
であってもユーザに対してより適切な経路を探索することが可能となる。
【００９５】
　また、第２の構成は以下のとおりである。
　前記コスト補正手段は、前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度が高い程、該
信頼度の特定された前記リンク又はノードのコスト値が低くなるように補正することを特
徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、算出されるコスト値の信頼度が高いリン
クやノードについてはコスト値が小さくなり、算出されるコスト値の信頼度が低いリンク
やノードについてはコスト値が大きくなるように補正されるので、算出されるコスト値の
信頼度が高いリンクやノードを、信頼度が低いリンクやノードよりも推奨経路に含まれ易
くすることが可能となる。従って、ユーザに対して不適切な経路が推奨経路として選択さ
れる可能性を抑えることが可能となる。
【００９６】
　また、第３の構成は以下のとおりである。
　前記信頼度特定手段は、一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に用いた前記算
出材料情報の数が多い程、該一のリンク又はノードのコスト値の信頼度を高く特定するこ
とを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、算出元となる算出材料情報の数が多く、
正確なコスト値が算出できると予想されるリンクやノードについて、信頼度を高く設定す
ることが可能となる。従って、ユーザに対して不適切な経路が推奨経路として選択される
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可能性を小さくすることが可能となる。
【００９７】
　また、第４の構成は以下のとおりである。
　前記算出材料情報は、車両から取得したプローブ情報を含むことを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、プローブ情報として全国を走行する多数
の車両から取得した情報に基づいて、リンクやノードのコスト値を算出するので、リンク
やノードのコスト値をより正確に算出することが可能となる。一方で、交通量が少なく多
数のプローブ情報を取得することが難しい道路を含む場合であっても、コスト値を補正す
ることによってユーザに対してより適切な経路を探索することが可能となる。
　また、前記コスト算出手段は、地図情報から取得した前記リンク又はノードに関する情
報と、前記プローブ情報によって特定された平均旅行時間又は渋滞度とに基づいて、前記
リンク又はノードのコスト値を算出することを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、リンクやノードのコスト値をより正確に
算出することが可能となる。
【００９８】
　また、第５の構成は以下のとおりである。
　前記コスト補正手段は、前記コスト算出手段により算出された前記コスト値に対して、
前記信頼度特定手段により特定された前記信頼度に応じた係数を乗じることによって前記
リンク又はノードのコスト値を補正することを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、経路探索に用いるリンクやノードのコス
ト値の信頼度の高低に応じた適切な値にコスト値を補正することができるので、ユーザに
対してより適切な経路を探索することが可能となる。
【００９９】
　また、第６の構成は以下のとおりである。
　前記コスト算出手段は、前記コスト値を算出する為の材料となる前記算出材料情報の内
、コスト値の算出対象となるリンク又はノードに対応する前記算出材料情報を抽出し、抽
出された前記算出材料情報を用いて前記リンク又はノードのコスト値を算出し、抽出する
際の対応条件を緩和することによって一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に抽
出される前記算出材料情報の数を増加させる条件緩和手段を有することを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に抽出される算出材料情報の数が少ない場合であっても、抽出される算出材料情報
の数を増やすことができるので、交通量の少ないリンクやノードを対象とした場合であっ
てもコスト値の正確性を向上させることが可能となる。
【０１００】
　また、第７の構成は以下のとおりである。
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行したリンク又はノードと、該
リンク又はノードへの進入方向と、該リンク又はノードからの退出方向が走行態様として
付加され、前記コスト算出手段は、コスト値の算出対象となるリンク又はノードに対応す
る前記走行態様が付加された前記算出材料情報を抽出し、前記条件緩和手段は、前記進入
方向及び前記退出方向の一方又は両方を前記走行態様の対応条件から除外することによっ
て前記一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に抽出される前記算出材料情報の数
を増加させることを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に抽出される算出材料情報の数が少ない場合であっても、走行態様に関する対応条
件を緩和することによって抽出される算出材料情報の数を増やすことができるので、交通
量の少ないリンクやノードを対象とした場合であってもコスト値の正確性を向上させるこ
とが可能となる。
【０１０１】
　また、第８の構成は以下のとおりである。
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行した時刻が付加され、前記コ



(18) JP 6322523 B2 2018.5.9

10

20

30

40

スト算出手段は、コスト値の算出を行う時刻と同じ時刻区分に含まれる時刻が付加された
前記算出材料情報を抽出し、前記条件緩和手段は、前記時刻区分の幅を広げることによっ
て一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に抽出される前記算出材料情報の数を増
加させることを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に抽出される算出材料情報の数が少ない場合であっても、時刻に関する対応条件を
緩和することによって抽出される算出材料情報の数を増やすことができるので、交通量の
少ないリンクやノードを対象とした場合であってもコスト値の正確性を向上させることが
可能となる。
【０１０２】
　また、第９の構成は以下のとおりである。
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行した日付又は曜日が付加され
、前記コスト算出手段は、コスト値の算出を行う日付又は曜日と同じ日付区分又は曜日区
分に含まれる日付又は曜日が付加された前記算出材料情報を抽出し、前記条件緩和手段は
、前記日付区分又は曜日区分を広げることによって一のリンク又はノードのコスト値を算
出する為に抽出される前記算出材料情報の数を増加させることを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に抽出される算出材料情報の数が少ない場合であっても、日付又は曜日に関する対
応条件を緩和することによって抽出される算出材料情報の数を増やすことができるので、
交通量の少ないリンクやノードを対象とした場合であってもコスト値の正確性を向上させ
ることが可能となる。
【０１０３】
　また、第１０の構成は以下のとおりである。
　前記算出材料情報は、車両の走行情報であり、車両の走行した際の天候が付加され、前
記コスト算出手段は、コスト値の算出を行う際の天候と同じ天候区分に含まれる天候が付
加された前記算出材料情報を抽出し、前記条件緩和手段は、前記天候区分を広げることに
よって一のリンク又はノードのコスト値を算出する為に抽出される前記算出材料情報の数
を増加させることを特徴とする。
　上記構成を有する経路探索システムによれば、一のリンク又はノードのコスト値を算出
する為に抽出される算出材料情報の数が少ない場合であっても、天候に関する対応条件を
緩和することによって抽出される算出材料情報の数を増やすことができるので、交通量の
少ないリンクやノードを対象とした場合であってもコスト値の正確性を向上させることが
可能となる。
【符号の説明】
【０１０４】
　　１　　　　　　　経路探索システム
　　２　　　　　　　ナビゲーション装置
　　３　　　　　　　車両
　　４　　　　　　　プローブセンタ
　　１１　　　　　　サーバ
　　２１　　　　　　ＣＰＵ
　　２２　　　　　　ＲＡＭ
　　２３　　　　　　ＲＯＭ
　　３３　　　　　　ナビゲーションＥＣＵ
　　５１　　　　　　ＣＰＵ
　　５２　　　　　　ＲＡＭ
　　５３　　　　　　ＲＯＭ
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